
No. 工事・競9

抽 出 案 件 概 要（ 一般競争入札）

項 目 説 明 内 容

契 約 名
公務員宿舎（溝の口寮20)機械設備改修工事（物品・役務・工事の別）

概 要
本工事は、 公務員宿舎の受水タンク及び配管類を改修する行うもので

ある。

契約状況（方式）別 入札・契約審査委員会 （回審査対象外）

審査カテ ゴリ □ 審査対象
・事前審査（ □ 審査対象外）

□ 事前審査 〔 □ 新規案件 □ 前年（前回） 一 者応札［コ前年随意契約〕
・事後審査 （口審査対象外）

ロー者応札
・ □ 総合評価

マ · □ 委託事業

・ □ 予算額1,500万以上の物品・役務

契約担当官名 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官（経理）

契
競 争 方式 一般競争契約（総合評価）
応 札者数 1者（うち公益社団法人等 0者）

約 契約 相 手方 今井工業株式会社

内
法人番号2010901001300

（※ 同内容の過去3年間の契約相手方との実績 無 ） 
容 再就職役員数 0人（うち農林水産省出身者 0人）

契約締結日 令和 2年 9月10日

履 行 期 間 令和 2年 9月1 1, 日～令和 3年 1月29日

予定 価格 15, 466, 000円
（契約限度額）

契 約 金 額 12, 078, 000円

落 札 率

一般競争参加資格の
設定の理由及び経緯

7 8. ０% 
入 札  公告：令和2年7月17日～令和2年8月6日(19日）
申請書等締切：令和2年8月6日
入札 実施：令和2年8月27日
応札者の条件：管工事で、 B又はC等級の認定を受けている者であるこ 
と。

【設定の理由】
本工事場所は、 神奈川県川崎市高津区であり、 過去の

恐
実績から登録業

者数は多いものの参加者が少なく、 応札者が現れない れがあることか
ら、 十分な競争性を確保するため、 「B」~「C」等級に拡大した。

入札説明書等未取得者(10者）に対して、アンケート調査を実施したところ、
一者応札となった原因 5者から回答があり、一者応札となった原因については、 「本工事に必要な人

員等を確保できないと判断した。」ことと考えられる。
アンケー ト調査 の結果を踏まえ、 公告時期を早期にし、 申請期間を長

くすることで、 応札者が参加しやすいようにする。
善 策 また、 工事地域の登録業者数や過去の工事において、 入札参加者が少

ないなどの場合には、 要件等の緩和等について、検討を行うようにす
る。

備 考
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抽　出　案　件　概　要（一般競争入札）

入札・契約審査委員会　（ ）

審査対象

・事前審査（　　　　　　 ）

事前審査 〔 新規案件 前年（前回）一者応札 前年随意契約 〕

（ ）

一者応札

・ 総合評価

・ 委託事業

・ 予算額1,500万以上の物品・役務

（※　同内容の過去３年間の契約相手方との実績　　無　　）

令和　２年　４月　１日 ～ 令和　７年　３月　31日

4 7 5 , 8 0 3 , 9 0 0 円

4 7 3 , 1 1 0 , 0 0 0 円

９ ９ . ４ ％

資料招請 ： 令和元年11月25日～令和元年12月15日（19日）
入札公告 ： 令和２年１月27日～令和２年３月17日（49日）
入札説明会 ：
提案書締切 ：
入札実施 ：
応札者の条件 ： 「役務の提供等」の「A」等級

令和2年2月18日
令和2年3月18日
令和2年3月27日

（入札等説明書受領業者10者、入札説明会参加業者2者）

平成26年度に同様の業務を一般競争（総合評価落札方式）にて調達した
ところ複数の応札があったことから、競争性が確保されていると考えて
いたが、今回１者応札となったものである。

０人（うち農林水産省出身者　０人）

法人番号 ９０１０６０１０２１３８５

契 約 締 結 日

一般競争参加資格の
設定の理由及び経緯

一者応札となった原因

落 札 率

契 約 金 額

（契約限度額）
予 定 価 格

履 行 期 間

令和　２年　４月　１日

説　　明　　内　　容項 目

契 約 名
（物品・役務・工事の別）

概 要

契 約 担 当 官 名

契

約

内

容

契 約 相 手 方

競 争 方 式

応 札 者 数

再就職役員数

支出負担行為担当官

契約状況 (方式 )別

Ｎｏ．物役・競９５

農林水産省大臣官房参事官（経理）

生鮮食料品流通情報システムのクラウド移行に係る設計・開発等業務及
びクラウドサービス導入・保守業務（役務）

現在運用中の生鮮食料品流通情報システムについて、保守期限が迫って
いるソフトウェアの更改を早期に実現し、民間クラウドへ移行する。加
えて、パフォーマンス及びセキュリティを維持しつつ、継続して生鮮食
料品の流通情報の提供業務等が行えるようにする。

・事後審査 審査対象外

一般競争契約（総合評価）

 １者（うち公益社団法人等　　０者）

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

審査対象外

審査対象外

審 査 カ テ ゴ リ

1



などが理由と考えられる。

添付資料

① 仕様書（P３～１１０）及び予定価格の調書及び算定基礎（P１１１～１１２）

② 入札公告の写し（P１１３～１１４）

③ 入札執行調書の写し（P１１５）

④ 一般競争契約審査調書（事前）（P１１６）、チェックリスト（P１１７～１２２）

⑤ 提案書（総合評価落札方式の場合）（P１２３～２７８）

⑥ 技術審査委員会審査結果（P２７９） 、採点結果（P２８０～２８２） 、技術審査検討経過記録（P２８３～２８４）

⑦ １者応札事後審査調書（P２８５）

⑧ １者応札事後審査票（アンケート、過去３か年の入札・契約状況含む）（P２８６～２８９）

⑨ 委託事業の場合は、事業概要

⑩ その他参考資料（　※資料の名称を記入 　）

１者応札の原因を踏まえ、改善策は以下のとおりである。
①及び⑤については、引き続き公告時期の早期化又は公告期間の延長等
の応札者の確保に向けた対応を行う。
②及び④については、事業者個々の事情によるものであり、発注者側で
の改善は困難である。
③については、予定価格の規模により総合評価落札方式にならざるを得
ないため、発注者側の改善は困難である。

④ 業務コストに見合うメリットが無い。

⑤ 業務内容が膨大又は多岐に渡るため、必要な人員を確保できなかっ
た。

（考えられる原因）

入札説明書受領者7者に対しアンケートを実施し、原因を分析した結果、

① 他の受注案件を抱えており、受注業務量の兼ね合いから必要な人員
を確保できなかった。

② 事業者の専門分野・得意分野と異なっていた。

改 善 策

備 考

一者応札となった原因

③ 総合評価落札方式であり、提案資料の内容で既存業者に勝てないと
判断した。総合評価方式でなく最低価格方式であれば応札を検討した。
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：

（企画競争等の説明書受領者１者、企画競争説明会参加者１者）

備 考

一者応募となった原因

改善策

　アンケート結果①及び③における「Ⅷ　資格要件等」の「デジタル
フォレンジック実施体制に求める要件」については、受注者自らが
「情報セキュリティサービス基準」に適合している場合はもとより、
受注者が同基準に適合していない場合であっても、再委託先が同基準
に適合している場合は入札への参加が可能である旨、仕様書に明記す
ることで改善を図り、入札説明会においても丁寧に分かりやすく説明
を行う。
　なお、アンケート結果②における「Ⅷ　資格要件等」の「アドバイ
ザーに求める要件」については、昨年度に１者応札となったことを踏
まえて今回の仕様書では「重要インフラ事業者等における最高情報セ
キュリティアドバイザー又はそれに準じた業務を３年以上経験してい
ること。」としていた「３年以上」を「２年以上」とし緩和したほか、
「独立行政法人における最高情報セキュリティアドバイザーを２年以
上経験していること。」を要件の一つとして追加し、アドバイザー業
務を行う者のこれまでの業務経験がより参入資格に反映できるよう要
件を緩和したところ。アドバイザー業務には、政府機関等の情報セキ
ュリティ対策のために情報セキュリティの専門的な知識及び経験を有
する必要があり、各省庁において同水準の人材を確保する必要がある
ことから、これ以上の要件緩和は困難と考える。
　また、アンケート結果③における「Ⅶ　業務実施体制」については、
「技術スタッフ」に関し「常勤１名以上」とあるため、実際の業務ボ
リュームがわかりづらいとの意見があったことを踏まえて、「１名」
に変更することで仕様を明確化し、改善を図る。
　アンケート結果③における「Ⅸ　入札制限等」については、「本業
務を受注した事業者の親会社等が、本業務において助言等を行った情
報システムの調達仕様書に係る調達案件の入札に参加できない」とな
っている要件を緩和して欲しいとの趣旨であり、入札の公平性及び業
務の公正性を保つため、本要件の緩和は困難と考える。

　過去の提案状況から、入札参加資格を「Ａ」等級に限定した場合に
は、応札者が少数又は現れないことが懸念されるため、。

（１）平成30年度　農林水産省最高情報セキュリティアドバイザー及び
　　情報セキュリティ支援業務
　　　競争参加資格「Ａ→ＡＢＣ」：応札者数３者（「Ａ」１者、
　　「Ｂ」１者、「Ｃ」１者）
（２）平成31年度　農林水産省最高情報セキュリティアドバイザー及び
　　情報セキュリティ支援業務
　　　競争参加資格「Ａ→ＡＢＣ」：応札者数１者（「Ａ」１者）

応 募 者 の 条 件 「役務の提供等」の「Ａ」等級が対象であるが、
「Ｂ」「Ｃ」等級を追加し、対象を拡大した。

随意契約の理由
及び経緯

【設定の理由】

　前回・平成31年度調達時の応募要領取得者に対してアンケート調査を
実施したところ、３者から、それぞれ、
　①「Ⅷ 資格要件等 ４ デジタルフォレンジック実施体制に求める要
　件」が、再委託先も含めて「情報セキュリティサービス基準」に適合
　するなら参加が可能であった
　②「Ⅷ 資格要件等 ２ アドバイザーに求める要件」の応募条件を満
　たしていないため辞退した
　③「Ⅶ 業務実施体制」「Ⅷ 資格要件等」「Ⅸ 入札制限等」におけ
　る応札条件が厳しい、との回答が得られた。
　　なお、経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査
　結果」（平成28年６月）によると、IT需要が今後拡大する一方で、
　我が国の労働人口（特に若年人口）は減少が見込まれ、IT人材の需
　要と供給の差（需給ギャップ）は、需要が供給を上回り、2030年に
　は、最大で約79万人に拡大する可能性があると試算されており、
　アンケート調査の回答とも合致することから、国内における情報セ
　キュリティ人材不足の拡大が、原因の一つと考えられる。
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添付資料

① 仕様書（P４～２１）及び予定価格の調書及び算定基礎（Ｐ２２～２３）

② 企画競争の公告の写し（P２４）

③ 随意契約理由書（契約方式の理由）（P２５）

④ 随意契約審査調書（事前）（P２６）、チェックリスト（P２７～３１）　

⑤ 企画書（企画競争、公募の場合）（P３２～９６）

⑥ 企画審査委員会審査結果（P９７～９８）、採点結果（P９９）、企画審査検討経過記録（P１００）

⑦ 随意契約審査調書（契約相手方決定時）（P１０１）

⑧ １者応募事後審査調書（P１０２）

⑨ １者応募事後審査票（アンケート、過去３か年の入札・契約状況含む）（P１０３～１０６）

⑩ 委託事業の場合は、事業概要

⑪ その他参考資料（　※資料の名称を記入　　　　　　　　　　　　）
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抽　出　案　件　概　要（一般競争入札）

入札・契約審査委員会　（ ）

審査対象

・事前審査（　　　　　　 ）

事前審査 〔 新規案件 前年（前回）一者応札 前年随意契約 〕

（ ）

一者応札

・ 総合評価

・ 委託事業

・ 予算額1,500万以上の物品・役務

（※　同内容の過去３年間の契約相手方との実績 　有

契約年度：平成３１年度 ）

令和 ２ 年 ９ 月 11 日

令和 ２ 年 ９ 月 11 日 ～ 令和 ６ 年 ２ 月 28 日

円

円

７ ４ . ８ ％

： ～ (23日)
： ～ (50日)
：
：
：

「役務の提供等」の「Ａ」等級

日本電気株式会社官公営業本部

法人番号 ７０１０４０１０２２９１６契約相手方

令和2年5月25日
令和2年7月6日 令和2年8月25日

－
令和2年8月26日

入札説明会
提案書締切
開 札 実 施
応札者の条件：

令和2年5月1日

１人（うち農林水産省出身者　０人）

契 約 締 結 日

一般競争参加資格の
設定の理由及び経緯

落 札 率

契 約 金 額

（契約限度額）
予 定 価 格

履 行 期 間

５５０，９９３，３００

４１２，５００，０００

意 見 招 請
入 札 公 告

一者応札となった原因

説　　明　　内　　容項 目

契 約 名
（物品・役務・工事の別）

概 要

契約状況 (方式 )別

Ｎｏ．物役・競３３３

農林水産省大臣官房参事官（経理）

農林水産省行政情報システム機器賃貸借及び保守業務（仮想デスクトッ
プ追加）（役務）

政府機関の働き方改革の推進を踏まえ、情報セキュリティを確保しつつ
モバイルワークの実現を図るため、2019年３月から運用開始した仮想デ
スクトップ環境（VDI）6,000式について、令和２年度に同一要件で1,000
式を追加整備するもの

・事後審査 審査対象外

一般競争入札・総合評価落札方式

１者（うち公益社団法人等　０者）

審査対象外

審査対象外

審 査 カ テ ゴ リ

契 約 担 当 官 名

契

約

内

容

（入札等説明書受領業者13者、入札説明会参加業者-）
　入札説明書取得者11者に対して、アンケート調査を実施した結果（回
答３者）、応札に参加しなかった理由として以下の意見があげられた。
① 現行システムを構築した会社が断然有利となるため、なかなか応札
は難しい。農林水産省様はじめ中央省庁に限らず、自社の法人向けIT
システム全体共通の悩み・課題。（１者）

② 規模が大きいために新規参入者が仕様全体を理解するのが難しく、
提案資料をまとめる、積算を行うというプロセスに多大なワークロー
ドがかかることから参入を見合わせるベンダーが多いのではと考え
る。（1者）

支出負担行為担当官

競 争 方 式

応 札 者 数

再就職役員数

令和2年9月11日
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添付資料

① 仕様書（P3～93）　及び予定価格の調書及び算定基礎（P94～95）

② 入札公告の写し（P96～97）

③ 入札執行調書の写し（P98）

④ 一般競争契約審査調書（事前）（P99）、チェックリスト（P100～104）

⑤

⑥

⑦ １者応札事後審査調書（P260）

⑧ １者応札事後審査票（アンケート、過去３か年の入札・契約状況含む）（P261～263）

⑨ 委託事業の場合は、事業概要

⑩ その他参考資料（　※資料の名称を記入　 ） 

提案書（総合評価落札方式の場合）（P105～251）

技術審査委員会審査結果（P252～253） 、採点結果（P254～255） 、技術審査検討経過記録（P256～259）

備 考

アンケート結果の②及び③、⑤における「仕様要件やシステム全体
を理解することが難しい」との意見については、府省LAN について政
府全体としてシステム統合を進めている中において農林水産省でも一
体のシステムとして運用する必要があるため（効率的な運用ができる
ことによりコスト低減となるため）分割調達による改善を行うことが
できないものの、調達仕様書について説明会で解説を行うこと及び資
料閲覧において仕様書で示せない詳細な資料を提示することによって
改善を図ることとする。
　なお、アンケート結果の①における現行システムを構築した会社が
断然有利との意見については、事業者の見解であり改善が難しいが、
④における資料招請、意見招請段階での準備期間が短いとの意見につ
いては、意見招請の期間を延長することにより改善を図ることとした
い。

一者応札となった原因

一者応札となった原因

　入札説明書取得者11者に対して、アンケート調査を実施した結果（回
答３者）、応札に参加しなかった理由として以下の意見があげられた。
①　現行システムを構築した会社が断然有利となるため、なかなか応札
　は難しい。農林水産省様はじめ中央省庁に限らず、自社の法人向けIT
　システム全体共通の悩み・課題。（１者）
②　規模が大きいために新規参入者が仕様全体を理解するのが難しく、
　提案資料をまとめる、積算を行うというプロセスに多大なワークロー
　ドがかかることから参入を見合わせるベンダーが多いのではと考え
る。（1者）

③ 大規模調達においては仕様書で詳しい記載があっても、全体を理解
することが厳しいことから新規参入は難しく、結果的に当案件を経験
されたベンダーによる対応とならざるを得ないのではないか。
（１者）

④ 資料招請、意見招請段階での準備期間が短いのではないか。
（１者）

⑤ 仕様書から機器についての要件を読み取れず、閲覧資料に該当する
内容と想定していたところ、弊社は機密保持等の契約書の締結のハー
ドルが高く、またその対応に時間を要することから本件への対応を見
送ることとした。（１者）

　　以上のアンケート結果を踏まえ、１者応札となった原因を考察する
　と既存の大規模システムへの追加整備であり、新規参入者は仕様書等
　の資料が詳細であっても全体を理解することが難しく、提案資料の作
　成等にも多大な労力がかかることから、既存システムの構築を経験し
　た事業者が有利とみられたことにより、どの事業者も応札を見送った
　と考えられる。

改 善 策
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